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2－1 広範な県民参加で進める環境県民運動の
展開

) 広範な県民運動を進めるためのしくみ「みえ

環境県民運動協議会」

全県的に環境保全活動を展開している市民団

体、ＮＰＯ、企業等多様な主体と協働し、平成16

（2004）年８月31日に「みえ環境県民運動協議会」

を設立しました。

協議会では、それぞれの役割に応じて機能分担

しながら相乗効果を発揮させ、「新しい時代の公」

の担い手として広範な環境問題に対応するなど地

域環境力を高めることを目的としています。

また、環境保全活動をより確実に、継続的に、

自主的に実践するための横断的な連携を図る場と

して、また、地域の活動を活性化させる人づく

り・組織づくりの場としての機能となります。

* 地球温暖化防止をめざす県民運動

家庭においてＣＯ２排出量の削減を促進するた

めには、県民一人ひとりが自らのライフスタイル

を環境にやさしい形に変革していく必要があり、

平成13（2001）年度から一般家庭における電気

使用量の節減量に応じて参加グループに活動支援

金を交付する「夏のエコポイント事業」を展開し

ています。

平成16（2004）年度は、「夏のエコポイント」

に加え、ガス・水道のエネルギー使用量節減にま

で拡大した「みえのエコポイント２００５新春」、

レジ袋削減、廃食油リサイクル等を加えた仕組み

を構築しました。（エコポイント取組世帯数：２

期計 20,039世帯）

2－2 28℃の適正冷房を推進する「夏のエコス
タイル」

・平成11（1999）年度から関西広域連携協議会の

加盟団体とともに、夏季の一定期間において冷房

温度を28℃に設定し、ノーネクタイ、ノー上着な

どの軽装で過ごそうという「夏のエコスタイル」

に取り組んでいます。

・県庁内では、日常的な勤務はもちろん会議や出張

の場面でも夏のエコスタイルが徹底され、一つの

ライフスタイルとして定着してきています。

・平成16（2004）年度は、６月21日（夏至）～９

各主体の連携による環境保全活動の促進

月23日（秋分の日）を「夏のエコスタイルキャン

ペーン」期間として、取組を行いました。

2－3 年間を通して行う自主的な庁舎周辺の美
化行動

・勤務する職場や周辺を美しくすることは、快適な

生活環境づくりを行う第一歩と考え、県職員自ら

が各職場で年間を通して自主的に庁舎周辺の美化

行動を行っています。

・平成16（2004）年度は、約3,680人の県職員がこ

のボランティア活動に参加しました。
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第4章 自主・協働による環境保全活動の促進
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